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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の可動部のうち計測対象となる関節から延びる第１の骨格に沿って装着される第１
のフレームと、
　前記関節から前記第１の骨格と異なる方向へ延びる第２の骨格に沿って装着される第２
のフレームと、
　前記関節の回動軸に対して同軸上に回動中心が配置され前記第１のフレームと前記第２
のフレームとの間の回動角度位置を検出する角度センサと、
　前記関節を中心に前記第１の骨格と前記第２の骨格とを屈曲させる屈筋に対応した体表
面に接触し、前記屈筋の生体信号を検出する屈曲側生体信号センサと、
　前記関節を中心に前記第１の骨格と前記第２の骨格とを伸展させる伸筋に対応した体表
面に接触し、前記伸筋の生体信号を検出する伸展側生体信号センサと、
　前記屈曲側生体信号センサの出力値を較正する屈曲側補正値および前記伸展側生体信号
センサの出力値を較正する伸展側補正値を各々設定する較正手段と、
　個体ごとに異なる生体信号の個別補正値と、前記屈曲側補正値および前記伸展側補正値
とを記憶する記憶部とを備え、
　前記較正手段は、前記角度センサが検出した角度変化量、前記第１のフレームが前記第
２のフレームに対して前記角度変化量だけ回動するまでの間に計測される時間、前記角度
変化量だけ回動するまでに前記屈曲側生体信号センサおよび前記伸展側生体信号センサの
出力値から求まる力積、に基づいて、前記屈曲側補正値および前記伸展側補正値を設定す
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ることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記屈曲側生体信号センサは、前記生体信号として、前記屈筋を収縮させるために脳か
ら出力されて前記屈筋に対応した屈曲側神経伝達信号と、前記屈筋が収縮する場合に発生
する屈曲側筋電位信号と、の少なくとも一方を計測し、
　前記伸展側生体信号センサは、前記生体信号として、前記伸筋を収縮させるために脳か
ら出力されて前記伸筋に対応した伸展側神経伝達信号と、前記伸筋が収縮する場合に発生
する伸展側筋電位信号と、の少なくとも一方を計測することを特徴とするリハビリテーシ
ョン支援装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　視覚と聴覚と触覚との少なくとも１つに対して報知する教示手段を備え、
　該教示手段は、前記屈曲側生体信号センサの出力値を前記屈曲側補正値に基づき補正し
た屈筋出力信号と、前記伸展側生体信号センサの出力値を前記伸展側補正値に基づき補正
した伸筋出力信号と、前記角度センサの回動角度位置とに基づいて出力することを特徴と
するリハビリテーション支援装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記角度センサの回動中心と同軸に設けられ前記第１のフレームを前記第２のフレーム
に対して回動させる駆動ユニットと、
　前記角度センサの回動中心と同軸に設けられ前記第１のフレームを前記第２のフレーム
に対して回動させるトルクを検出するトルクセンサと、
　前記屈曲側生体信号センサ、前記伸展側生体信号センサ、前記角度センサ、前記トルク
センサによって得られる情報、および前記較正手段によって得られる各補正値を基に前記
駆動ユニットを作動させる制御部と
をさらに備えることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記制御部は、静止している状態の前記関節に対して予め決められたトルクを前記駆動
ユニットによって負荷し、
　前記較正手段は、前記関節の姿勢を維持するべく前記トルクに抗って前記屈筋および前
記伸筋がそれぞれ作用する場合に、前記屈曲側生体信号センサ、前記伸展側生体信号セン
サ、前記トルクセンサの出力値に基づいて、前記屈曲側補正値および前記伸展側補正値を
設定することを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項６】
　請求項４に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記屈曲側生体信号センサの出力値を前記屈曲側補正値に基づき補正した屈筋出力信号
および前記伸展側生体信号センサの出力値を前記伸展側補正値に基づき補正した伸筋出力
信号を前記制御部に出力する補正手段を備え、
　前記制御部は、前記屈筋出力信号と前記伸筋出力信号と前記角度センサの回動角度位置
とに基づいて前記駆動ユニットを作動させることを特徴とするリハビリテーション支援装
置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記第１のフレームを前記第２のフレームに対して任意の角度に固定する固定具と、
　前記第１のフレームに取り付けられてこの第１のフレームに付与される曲げ応力を計測
する第１の歪ゲージと、
　前記第２のフレームに取り付けられてこの第２のフレームに付与される曲げ応力を計測
する第２の歪ゲージと
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をさらに備えることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記較正手段は、前記固定具によって任意の角度に固定された前記第１のフレームと前
記第２のフレームとを回動させるべく前記屈筋および前記伸筋がそれぞれ作用する場合に
、前記屈曲側生体信号センサ、前記伸展側生体信号センサ、前記第１の歪ゲージ、前記第
２の歪ゲージによって得られる情報を基に、前記屈曲側補正値および前記伸展側補正値を
設定することを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項９】
　請求項３に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記教示手段は、少なくとも前記屈筋出力信号と前記伸筋出力信号と前記回動角度位置
を表示する表示手段を備えることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項１０】
　請求項３に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記教示手段は、視覚および触覚に対して報知する模擬ユニットであって、
　前記第１のフレームおよび前記第２のフレームに対して独立して設けられ、端部が連結
部によって回動可能に連結された第１の模擬フレームおよび第２の模擬フレームと、
　前記連結部に組み込まれて前記第１の模擬フレームと前記第２の模擬フレームとの回動
角度位置を検出する模擬体角度センサと、
　前記模擬体角度センサの回動中心と同軸に設けられて前記第１の模擬フレームに対して
前記第２の模擬フレームを回動させる模擬体駆動ユニットと、
　前記屈曲側生体信号センサの出力値を前記屈曲側補正値に基づき補正した屈筋出力信号
、前記伸展側生体信号センサの出力値を前記伸展側補正値に基づき補正した伸筋出力信号
、前記角度センサの回動角度位置を、前記模擬体駆動ユニットの出力信号に変換すること
によって前記第１の模擬フレームおよび前記第２の模擬フレームを回動させる模擬体制御
部と
を備えることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記角度センサの回動中心と同軸に設けられ前記第１のフレームを前記第２のフレーム
に対して回動させる駆動ユニットと、
　前記角度センサの回動中心と同軸に設けられ前記第１のフレームを前記第２のフレーム
に対して回動させるトルクを検出するトルクセンサと、
　前記第１のフレームに取り付けられてこの第１のフレームに付与される曲げ応力を計測
する第１の歪ゲージと、
　前記第２のフレームに取り付けられてこの第２のフレームに付与される曲げ応力を計測
する第２の歪ゲージと、
　前記屈筋出力信号、前記伸筋出力信号、前記角度センサの回動角度位置、前記トルクセ
ンサの検出値、前記第１の歪ゲージおよび前記第２の歪ゲージの検出値に基づいて、前記
駆動ユニットを作動させる制御部と
を備えることを特徴とするリハビリテーション支援装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のリハビリテーション支援装置であって、
　前記制御部は、前記模擬体角度センサの回動角度位置に基づいて、前記駆動ユニットを
作動させ、
　前記模擬体制御部は、前記屈筋出力信号、前記伸筋出力信号、前記角度センサの回動角
度位置、前記トルクセンサの検出値、前記第１の歪ゲージの検出値、前記第２の歪ゲージ
の検出値に基づいて、前記模擬体駆動ユニットを作動させることを特徴とするリハビリテ
ーション支援装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動機能障害を有する生体の諸動作に伴いその生体の体表面に生じる生体信
号を検出して生体の運動機能回復のためのリハビリテーションを支援するリハビリテーシ
ョン支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療機関や療養所などの施設においては、運動機能障害を有する被験者（生体）の可動
部（主に手、腕、肩、腰、膝、足首等の運動部）に対して運動療法による機能回復を目的
としたリハビリテーションが行なわれている。この種の医療的リハビリテーションを施す
場合、けがや病気など直接的あるいは間接的な要因によって低下してしまった可動部の機
能を回復させるために、当該部の周囲の筋肉に負荷を加えたり外力を加えて関節の曲げ伸
ばしを行ったりすることが行われる。また、負荷や外力を加える方法には、錘やゴムバン
ドを用いた簡単な方法から、専用の負荷装置や器具を用いる方法までさまざまな方法があ
る。いずれの場合においてもリハビリテーションは、医者や理学療法士の指導の基に実施
される。
【０００３】
　この運動療法によるリハビリテーションを実施する装置として、運動療法装置が特許文
献１に開示されている。この装置は、リハビリテーションを受ける被験者の関節や筋力の
回復状況に応じて、外力によって強制的に動かされる他動運動のほか、等尺運動、等張運
動、等速運動など被験者が能動的に肢体を動かす自動運動や、抵抗運動などを行えるよう
にするために、基部から延びるアームと、アームの先端に設けられた把持部を備えている
。
【０００４】
　アームは、駆動軸を複数有した多軸のリンクであり、可動範囲内において把持部を任意
の位置に移動するとともに把持部の姿勢を変化させる。アームは、予め設定される架装起
動レールに沿って運動する。把持部は、被験者のリハビリテーションの対象となる肢体に
装着される。各々の駆動軸は、角度センサや速度センサを備えている。
【０００５】
　また、被験者のリハビリテーションの対象となる肢体が能動的に発生している負荷計測
するために、肢体の主要な筋肉の筋電情報、アームの位置および姿勢情報、駆動軸に取り
付けられたトルクセンサの検出値などを負荷情報として取得することが特許文献１に開示
されている。
【０００６】
　この負荷情報は、自動介助運動を実施するために利用される。自動介助運動では、被験
者が自らの意思で肢体を動かすと、運動療法装置がこのとき得られる負荷情報を基にアー
ム動作で補助することによって、被験者が加えた力以上の動作を被験者の肢体に作用させ
ている。
【０００７】
　また、リハビリテーションによって被験者の回復の度合を定量的に解析するための装置
として、携帯型筋電図・体動計測器が特許文献２に開示されている。この装置は、生体信
号としての生体電位信号を検出する生体電位センサと体動センサとを備える。特許文献２
においては、体動センサとして加速度センサを利用している。これらのセンサは、被験者
の四肢の右側と左側とで、一方を計測部に他方を健常部に、それぞれ対称な位置に取り付
けられる。
【０００８】
　携帯型筋電図・体動計測器は、各センサから得られた信号を無線送信手段から別置きの
パーソナルコンピュータに転送する。センサを装着した被験者の運動状態の計測データは
、ディスプレイ状に数値データとなって表示される。特許文献２において、医者や理学療
法士は、このデータを見ることによって、この被験者に対するリハビリテーションが効い
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ているかどうか定量的に判定する。
【０００９】
　被験者のひざ関節に装着されてこの被験者が階段を登る動作を補助する電動補助装置が
、特許文献３に開示されている。電動補助装置は、駆動部、角度センサ、圧力センサ、生
体信号としての筋電位を検出する筋電センサを備えている。角度センサは、膝関節の角度
を検出し、筋電センサは、筋肉の緊張度を検出し、圧力センサは、軸足にかかる体重など
の負荷を検出する。この電動補助装置は、これらのセンサの検出結果によって階段を登る
動作かどうか判定するとともに、これらセンサの信号をトリガーとして駆動部を作動させ
ている。
【特許文献１】特開平１０－２５８１００号公報
【特許文献２】特開２００５－２７８７０６号公報
【特許文献３】特開平７－１６３６０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　医療的リハビリテーションにおいては、例えば、健常であった場合に比べて筋力が低下
したり可動範囲が狭まったりしたものを元のように回復させるのであれば、筋を伸ばすよ
うにストレッチを行ったり、筋肉を強化するために繰り返し運動を行ったりするなど、こ
れまでのやり方で十分にその役目を果たしてきた。
【００１１】
　しかしながら、脳や脊椎の障害によって感覚を失ったり麻痺してしまったりなど運動機
能障害が生じている場合は、回復するまでに多大な時間と根気が必要とされるだけでなく
回復する可能性が未知数である。そのため、回復することを諦めてしまったり、体のほか
の部分でこれまでの動作を行えるように訓練したりするケースが多々あった。
【００１２】
　このような場合、運動機能障害が生じてからの時間経過が長くなればなるほど、筋力や
可動範囲が減少したりするだけでなく、健常であったときの動作や感覚を被験者が忘れて
しまうことがある。特に、日ごろ何気なく行っている動作では、無意識に筋肉を動かして
いるので、どのようにすれば体が動かせるのかわからないものである。
【００１３】
　また、リハビリテーションの運動プログラムは、そのリハビリテーションを受ける被験
者にとって適当であるかどうか、医者あるいは理学療法士などの指導者と被験者との間で
繰り返し対話が行われることによって、その都度内容が吟味され、決定される。したがっ
て、運動プログラムは、対象部位の障害の程度やその回復の度合のみならず、被験者ごと
の個人差に応じて内容が異なる。
【００１４】
　このとき、リハビリテーションの指導者は、被験者の腕や足に負荷を直接与え、その反
応を見たり感覚を聞いたりする場合がある。しかし、日ごろ無意識に筋肉を動かしている
ため、また感じ方にも個人差があるため、定量的に感覚を伝えることが難しい。したがっ
て、指導者と対象者との間の意思疎通が上手く行かないと、適切なリハビリテーションの
指導を提供できず、回復を妨げる場合もある。
【００１５】
　そこで、本発明は、計測対象となる関節周りの物理量とその随意筋の生体信号とに相関
性を持たせるとともに、これらを定量的に出力することができるリハビリテーション支援
装置を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係るリハビリテーション支援装置は、第１のフレームと、第２のフレームと、
角度センサと、屈曲側生体信号センサと、伸展側生体信号センサと、較正手段と、記憶部
とを備える。第１のフレームは、生体の可動部のうち計測対象となる関節から延びる第１
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の骨格に沿って装着される。第２のフレームは、関節から第１の骨格と異なる方向へ延び
る第２の骨格に沿って装着される。角度センサは、関節の回動軸に対して同軸上に回動中
心が配置され第１のフレームと第２のフレームとの間の回動角度位置を検出する。屈曲側
生体信号センサは、関節を中心に第１の骨格と第２の骨格とを屈曲させる屈筋に対応した
体表面に接触し、屈筋の生体信号を検出する。伸展側生体信号センサは、関節を中心に第
１の骨格と第２の骨格とを伸展させる伸筋に対応した体表面に接触し、伸筋の生体信号を
検出する。較正手段は、屈曲側生体信号センサの出力値を較正する屈曲側補正値および伸
展側生体信号センサの出力値を較正する伸展側補正値を各々設定する。記憶部は、個体ご
とに異なる生体信号の個別補正値と、屈曲側補正値および伸展側補正値とを記憶する。さ
らに、較正手段は、角度センサが検出した角度変化量、第１のフレームが第２のフレーム
に対して角度変化量だけ回動するまでの間に計測される時間、角度変化量だけ回動するま
でに屈曲側生体信号センサおよび伸展側生体信号センサの出力値から求まる力積、に基づ
いて、屈曲側補正値および伸展側補正値を設定する。
【００１７】
　この場合、屈曲側生体信号センサは、生体信号として、屈筋を収縮させるために脳から
出力されて屈筋に対応した体表面に流れる屈曲側神経伝達信号と、屈筋が収縮する場合に
発生する屈曲側筋電位信号と、の少なくとも一方を計測する。伸展側生体信号センサは、
生体信号として、伸筋を収縮させるために脳から出力されて伸筋に対応した体表面に流れ
る伸展側神経伝達信号と、伸筋が収縮する場合に発生する伸展側筋電位信号と、の少なく
とも一方を計測する。
【００１８】
　また、他の形態のリハビリテーション支援装置は、さらに、視覚と聴覚と触覚との少な
くとも１つに対して報知する教示手段を備える。この教示手段は、屈曲側生体信号センサ
の出力値を屈曲側補正値に基づき補正した屈筋出力信号と、伸展側生体信号センサの出力
値を伸展側補正値に基づき補正した伸筋出力信号と、角度センサの回動角度位置とに基づ
いて出力する。
【００２０】
　また、他の形態のリハビリテーション支援装置は、さらに駆動ユニットとトルクセンサ
と制御部とを備える。駆動ユニットは、角度センサの回動中心と同軸に設けられて第１の
フレームを第２のフレームに対して回動させる。トルクセンサは、角度センサの回動中心
と同軸に設けられ第１のフレームを第２のフレームに対して回動させるトルクを検出する
。制御部は、屈曲側生体信号センサ、伸展側生体信号センサ、角度センサ、トルクセンサ
によって得られる情報、および較正手段によって得られる各補正値を基に駆動ユニットを
作動させる。ここで、「情報」とは、屈曲側生体信号センサおよび伸展側生体信号センサ
の場合、検出した生体信号であり、角度センサおよびトルクセンサの場合、検出した信号
あるいはこれによって得られる数値を含む。
【００２１】
　屈曲側補正値および伸展側補正値を設定する場合、制御部は、静止している状態の関節
に対して予め決められたトルクを駆動ユニットによって負荷する。そして較正手段は、関
節の姿勢を維持するべくトルクに抗って屈筋および伸筋がそれぞれ作用する場合の屈曲側
生体信号センサ、伸展側生体信号センサ、トルクセンサの出力値に基づいて、屈曲側補正
値および伸展側補正値を設定する。
【００２２】
　さらに、このリハビリテーション支援装置は、屈曲側生体信号センサの出力値を前記屈
曲側補正値に基づき補正した屈筋出力信号および伸展側生体信号センサの出力値を伸展側
補正値に基づいて補正した伸筋出力信号を制御部に出力する補正手段を備える。そして制
御部は、屈筋出力信号および伸筋出力信号と角度センサの回動角度位置とに基づいて、駆
動ユニットを作動させる。
【００２３】
　または、他の形態のリハビリテーション支援装置は、さらに固定具と第１の歪ゲージと
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第２の歪ゲージとを備える。固定具は、第１のフレームを第２のフレームに対して任意の
角度に固定する。第１の歪ゲージは、第１のフレームに取り付けられてこの第１のフレー
ムに付与される曲げ応力を計測する第２の歪ゲージは、第２のフレームに取り付けられて
この第２のフレームに付与される曲げ応力を計測する。
【００２４】
　このリハビリテーション支援装置において、較正手段は、固定具によって任意の角度に
固定された第１のフレームと第２のフレームとを回動させるべく屈筋および伸筋がそれぞ
れ作用する場合の屈曲側生体信号センサ、伸展側生体信号センサ、第１の歪ゲージ、第２
の歪ゲージによって得られる情報を基に、屈曲側補正値および伸展側補正値を設定する。
【００２５】
　教示手段の一例は、少なくとも屈筋出力信号と伸筋出力信号と回動角度位置を表示する
表示ユニットを備える。または、教示手段の他の一例は、視覚および触覚に対して報知す
る模擬ユニットである。この模擬ユニットは、第１の模擬フレームと第２の模擬フレーム
と模擬体角度センサと模擬体駆動ユニットと模擬体制御部とを備える。第１の模擬体フレ
ームおよび第２の模擬体フレームは、第１のフレームおよび前記第２のフレームに対して
独立して設けられ、端部が連結部によって回動可能に連結されている。模擬体角度センサ
は、連結部に組み込まれて第１の模擬フレームと第２の模擬フレームとの回動角度位置を
検出する。模擬体駆動ユニットは、模擬体角度センサの回動中心と同軸に設けられて第１
の模擬フレームを第２の模擬フレームに対して回動させる。模擬体制御部は、屈筋出力信
号、伸筋出力信号、回動角度位置を模擬体駆動ユニットの出力信号に変換して、第１の模
擬フレームおよび第２の模擬フレームを回動させる。ここで、屈筋出力信号は、屈曲側生
体信号センサの出力値を屈曲側補正値に基づいて補正した信号である。伸筋出力信号は、
伸展側生体信号センサの出力値を伸展側補正値に基づいて補正した信号である。回動角度
位置は、角度センサで検出される値である。
【００２６】
　さらにこのリハビリテーション支援装置は、駆動ユニットとトルクセンサと第１の歪ゲ
ージと第２の歪ゲージと制御部とを備える。駆動ユニットは、角度センサの回動中心と同
軸に設けられ第１のフレームを第２のフレームに対して回動させる。トルクセンサは、角
度センサの回動中心と同軸に設けられ第１のフレームを第２のフレームに対して回動させ
るトルクを検出する。第１の歪ゲージは、第１のフレームに取り付けられてこの第１のフ
レームに付与される曲げ応力を計測する。第２の歪ゲージは、第２のフレームに取り付け
られてこの第２のフレームに付与される曲げ応力を計測する。制御部は、屈筋出力信号と
伸筋出力信号と角度センサの回動角度位置、トルクセンサの検出値、第１の歪ゲージおよ
び第２の歪ケージの検出値に基づいて駆動ユニットを作動させる。このとき、屈筋出力信
号は、屈曲側生体信号センサの出力値を屈曲側補正値に基づいて補正した信号である。伸
筋出力信号は、伸展側生体信号センサの出力値を伸展側補正値に基づいて補正した信号で
ある。
【００２７】
　そして、このリハビリテーション支援装置において、制御部は、模擬体角度センサの回
動角度位置に基づいて駆動ユニットを作動させ、模擬体制御部は、屈筋出力信号、伸筋出
力信号、角度センサの回動角度位置、トルクセンサの検出値、第１の歪ゲージの検出値、
第２の歪ゲージの検出値に基づいて模擬体駆動ユニットを作動させる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係るリハビリテーション支援装置によれば、計測対象となる関節から延びる第
１の骨格と第２の骨格との相対的な回動角度位置、および、この関節を曲げる屈筋および
この関節を伸ばす伸筋のそれぞれ生体信号を同時にかつ絶対量として検出することができ
る。したがって、この関節を動かすための筋肉の生体信号と、この関節の動きとに相関性
を持たせることができる。
【００２９】
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　また、本発明のリハビリテーション支援装置は、関節の動きとその関節周りの拮抗筋で
ある屈筋および伸筋の生体信号を同時に検出するとともに、較正手段および記憶部を備え
ている。したがって、本発明によれば、生体として被験者が装着するたびに生体信号の検
出誤差が生じていても、回動角度位置に対する屈曲側生体信号の屈曲側補正値および伸展
側生体信号の伸展側補正値を容易に設定できるとともに、検出対象となる関節の動きとそ
の随意筋の各生体信号とを定量的に出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００３１】
　本発明に係る第１の実施形態のリハビリテーション支援装置１について、図１乃至図１
０を参照して説明する。リハビリテーション支援装置１は、人体の可動部である関節の動
きおよび機能を定量的に計測する装置である。具体的には、リハビリテーション支援装置
１を用いて、病気やけがなどによって運動機能障害を負った場合にその関節の動きおよび
機能を回復させるためのリハビリテーションに先駆けて、またその過程において、この関
節およびその随意筋の機能を定量的に計測することが可能になる。
【００３２】
　本実施形態では、生体としての被験者Ｐの膝関節Ａ１にリハビリテーションを施す際に
リハビリテーション支援装置１を適用する場合を例に説明する。図１に示すリハビリテー
ション支援装置１は、生体計測装置１０と、模擬ユニット２０と、制御装置３０と、表示
装置（表示手段）４０とを備える。図２乃至図４に示すように、生体計測装置１０は、第
１のフレーム１１と、第２のフレーム１２と、関節ユニット１３と、屈曲側生体信号セン
サ１４と、伸展側生体信号センサ１５とを備えている。
【００３３】
　図３および図４に示すように第１のフレーム１１は、計測対象となる膝関節Ａ１から延
びる第１の骨格としての大腿骨に沿って大腿部Ｂ１に装着される。第１のフレーム１１は
、膝関節Ａ１に近い基部１１１寄りおよび膝関節Ａ１から離れた先端部１１２にバンド１
１３，１１４が取り付けられている。バンド１１３，１１４は、伸縮性の少ない柔軟な部
材で作られ、被験者Ｐの大腿部Ｂ１の太さに合わせて調整できるように面ファスナ１１３
ａ，１１４ａを有している。第１のフレーム１１の基部１１１には、第１の歪ゲージ１１
５が取り付けられており、膝を屈曲または伸展させる際に第１のフレーム１１に作用する
応力を計測する。
【００３４】
　第２のフレーム１２は、大腿骨（第１の骨格）と反対方向に膝関節Ａ１から延びる第２
の骨格としての脛骨に沿って下腿部Ｂ２に装着される。第２のフレーム１２は、膝関節Ａ
１に近い基部１２１寄りおよび膝関節Ａ１から離れた先端部１２２にバンド１２３，１２
４が取り付けられている。バンド１２３，１２４は、第１のフレーム１１のバンド１１３
，１１４と同様に、伸縮性の少ない柔軟な部材で作られ、被験者Ｐの下腿部Ｂ２の太さに
合わせて調節できるように面ファスナ１２３ａ，１２４ａを有している。第２のフレーム
１２の基部１２１には、第２の歪ゲージ１２５が取り付けられており、膝を屈曲または伸
展させる際に第２のフレーム１２に作用する応力を計測する。第１の歪ゲージ１１５およ
び第２の歪ゲージ１２５の信号線１１５ａ，１２５ａは、第１のフレーム１１に沿って配
線される。
【００３５】
　関節ユニット１３は、図３に示すように、第１のフレーム１１と第２のフレーム１２と
の間を回動可能に連結している。関節ユニット１３の回動中心１３０は、膝関節Ａ１の回
動軸αと同軸上に配置される。関節ユニット１３は、図２に示すように角度センサ１３１
と駆動ユニット１３２とトルクセンサ１３３とを内蔵している。角度センサ１３１は、第
１のフレーム１１と第２のフレーム１２との間の相対的な回動角度位置および回動量θを
検出する。角度センサ１３１としては、例えば、ロータリーエンコーダ、可変抵抗器、可
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変コンデンサなどを適用できる。
【００３６】
　駆動ユニット１３２は、回転駆動力を発生するモータ１３２ｂと、モータ１３２ｂから
出力された回転を減速する変速機１３２ｃとを備え、膝関節Ａ１を伸展および屈曲させる
方向に第１のフレーム１１と第２のフレーム１２との相対角度を変化させるようにモータ
駆動力を伝達して第１のフレーム１１または第２のフレーム１２を回動させる。モータ１
３２ｂは、任意の回動角度に停止させることができるとともに回動方向を反転でき、かつ
回動速度をモータ１３２ｂの出力によって調整できる機能を有しており、例えばサーボモ
ータが適用される。トルクセンサ１３３は、モータ１３２ｂの出力に応じて関節ユニット
１３の回動中心１３０に作用するトルクを計測する。角度センサ１３１の信号線１３１ａ
、駆動ユニット１３２の動力ケーブル１３２ａ、トルクセンサ１３３の信号線１３３ａは
、図４に示すように、第１のフレーム１１の長手方向の側面に沿って配線されている。
【００３７】
　図３および図４に示すように、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信号センサ
１５は、第１のフレーム１１の基部１１１寄りのバンド１１３の内側に装着されており、
その信号線１４ａ，１５ａは、第１のフレーム１１に沿って配線されている。屈曲側生体
信号センサ１４は、膝関節Ａ１を中心に大腿骨と脛骨とを屈曲させる屈筋として主に働く
半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋の少なくともいずれかに対応した体表面に接触し、生体
信号としての屈曲側神経伝達信号と屈曲側筋電位信号とを計測する。伸展側生体信号セン
サ１５は、膝関節Ａ１を中心に大腿骨と脛骨とを伸展させる伸筋として主に働く大腿四頭
筋に対応した体表面に接触し、生体信号としての伸展側神経伝達信号と伸展側筋電位信号
とを計測する。
【００３８】
　屈曲側神経伝達信号は、膝関節Ａ１を屈曲させる際に脳から発せられる微弱な電気信号
からなる生体信号である。屈曲側筋電位信号は、屈筋として作用する半膜様筋、半腱様筋
、大腿二頭筋などが活動している間に出力される生体電位信号からなる生体信号である。
伸展側神経伝達信号は、膝関節Ａ１を伸展させる際に脳から発せられる微弱な電気信号か
らなる生体信号である。伸展側筋電位信号は、伸筋として作用する大腿四頭筋が活動して
いる間に出力される生体電位信号からなる生体信号である。
【００３９】
　屈曲側筋電位信号および伸展側筋電位信号の大きさは、筋活動の強さと相関している。
また、屈曲側神経伝達信号および伸展側神経伝達信号の大きさは、屈曲側筋電位信号およ
び伸展側筋電位信号の大きさに相関している。屈曲側神経伝達信号および伸展側神経伝達
信号は、屈曲側筋電位信号および伸展側筋電位信号に先駆けて検出される。
【００４０】
　つまり、屈曲側神経伝達信号と屈曲側筋電位信号、および、伸展側神経伝達信号と伸展
側筋電位信号は、それぞれ一連に出力され、各々屈曲側生体信号センサ１４および伸展側
生体信号センサ１５によって検出される。そこで、説明の便宜上、以降、屈曲側神経伝達
信号および屈曲側筋電位信号を総称して「屈曲側生体信号」、伸展側神経伝達信号および
伸展側筋電位信号を総称して「伸展側生体信号」とする。
【００４１】
　模擬ユニット２０は、図１に示すように視覚および触覚に対して報知する教示手段の一
例である。この模擬ユニット２０は、図１および図２に示すように第１のフレーム１１お
よび第２のフレーム１２から独立して設けられる第１の模擬フレーム２１および第２の模
擬フレーム２２と、これらを互いに回動可能に連結する連結部２３とを備える。連結部２
３は、模擬体角度センサ２３１および模擬体駆動ユニット２３２、模擬体トルクセンサ２
３３を内蔵している。模擬体角度センサ２３１は、第１の模擬フレーム２１と第２の模擬
フレーム２２との相対的な回動角度位置およびその回動量φを検出する。模擬体角度セン
サ２３１としては、例えば、ロータリーエンコーダ、可変抵抗器、可変コンデンサなどが
適用される。
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【００４２】
　模擬体駆動ユニット２３２は、上記駆動ユニット１３２と同様に、モータ２３２ｂと変
速機２３２ｃとを内蔵し、出力軸が模擬体角度センサ２３１の回動中心と同軸に設けられ
て第１の模擬フレーム２１に対して第２の模擬フレーム２２を回動させる。モータ２３２
ｂは、駆動ユニット１３２のものと同じように任意の回動角度で停止し、伸展および屈曲
のいずれの方向にも回動できるとともに、その回動速度を出力に応じて自由に変化させる
ことができるものとして、例えばサーボモータを適用する。
【００４３】
　また、模擬ユニット２０は、第１の模擬フレーム２１および第２の模擬フレーム２２に
それぞれ歪ゲージ２１５，２２５を備える。そのため、模擬ユニット２０は、連結部２３
の模擬体トルクセンサ２３３と、第１の模擬フレーム２１および第２の模擬フレーム２２
の歪ゲージ２１５，２２５によって模擬ユニット２０に作用する荷重を計測することがで
きる。
【００４４】
　制御装置３０は、コンピュータからなり、図２に示すように、較正手段３１と制御部３
２と模擬体制御部３３と記憶部３４と補正手段３５とを有する。また、制御装置３０は、
後述する図５、図８、図９、図１０に示す制御処理を実行するように予め各制御プログラ
ムが設定されている。
【００４５】
　較正手段３１は、同時に計測される屈曲側生体信号センサ１４、伸展側生体信号センサ
１５、角度センサ１３１、トルクセンサ１３３、第１の歪ゲージ１１５、第２の歪ゲージ
１２５の計測値を制御部３２からの指示に従ってそれぞれ読み込む。較正手段３１は、被
験者Ｐごとおよび対象関節ごとに異なる基準電位を較正する個別補正値、屈曲側生体信号
センサ１４の出力値を較正する屈曲側補正値、伸展側生体信号センサ１５の出力値を較正
する伸展側補正値を各々設定する。この較正手段３１による個別補正値、屈曲側補正値、
伸展側補正値の設定は、制御手段による所謂キャリブレーション処理のことである。
【００４６】
　制御部３２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であり、
屈曲側生体信号センサ１４と伸展側生体信号センサ１５と角度センサ１３１とトルクセン
サ１３３と模擬体角度センサ２３１とによって得られる情報、および較正手段３５から得
られる屈曲側補正値と伸展側補正値とに基づいて、駆動ユニット１３２のモータ１３２ｂ
を制御する。生体計測装置１０のセンサのうち、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側
生体信号センサ１５から出力される信号（情報）は、較正手段３１および補正手段３５に
入力される。そのほかのセンサ、本実施形態では、屈曲側生体信号センサ１４、伸展側生
体信号センサ１５、第１の歪ゲージ１１５、第２の歪ゲージ１２５、角度センサ１３１、
トルクセンサ１３３から出力される信号は、較正手段３１に入力されるとともに、物理量
の情報として制御部３２にも入力される。
【００４７】
　ここで、各センサによって得られる情報とは、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側
生体信号センサ１５の場合、検出した生体電位信号からなる生体信号であり、角度センサ
１３１と模擬体角度センサ２３１の場合、回動角度位置を示す検出信号あるいはこれによ
って得られる数値データであって、トルクセンサ１３３の場合、駆動ユニット１３２に作
用するトルクを示す検出信号あるいはこれによって得られる数値データである。
【００４８】
　また、制御部３２は、駆動ユニット１３２のモータ１３２ｂを作動させるトリガー信号
として、屈筋出力信号に含まれる屈曲側生体信号の屈曲側神経伝達信号成分、および伸筋
出力信号に含まれる伸展側生体信号の伸展側神経伝達信号成分を利用する。これにより、
駆動ユニット１３２を有する生体計測装置１０は、これを装着している被験者Ｐに、動作
に対する遅れをほとんど感じさせない。
【００４９】
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　模擬体制御部３３は、屈筋出力信号、伸筋出力信号、角度センサ１３１の回動角度位置
および模擬体角度センサ２３１の回動角度位置に基づいて、模擬体駆動ユニット２３２を
制御し、第１の模擬フレーム２１および第２の模擬フレーム２２を回動させる。また、模
擬体制御部３３は、模擬体駆動ユニット２３２のモータ２３２ｂを作動させるトリガー信
号として、制御部３２と同様に、屈筋出力信号に含まれる屈曲側生体信号の屈曲側神経伝
達信号成分、および伸筋出力信号に含まれる伸展側生体信号の伸展側神経伝達信号成分を
用いる。
【００５０】
　記憶部３４は、制御装置３０に内蔵されるメモリーであって、被験者Ｐごとに異なる生
体信号の個別補正値、較正手段３１によって設定される屈曲側補正値および伸展側補正値
を記憶する。補正手段３５は、屈曲側生体信号センサ１４の出力を屈曲側補正値に基づい
て補正し、伸展側生体信号センサ１５の出力を伸展側補正値に基づいて補正する。そして
、屈曲側補正値に基づいて補正された屈筋出力信号、伸展側補正値に基づいて補正された
伸筋出力信号、および回動角度位置を、制御部３２と模擬体制御部３３とのそれぞれに出
力する。
【００５１】
　表示装置４０は、視覚に対して報知する教示手段の一例であって、制御部３２を介して
、計測された各生体信号等の計測データの数値やグラフを画面４１に表示するモニタであ
る。画面４１に表示されるデータとして、例えば、屈曲側生体信号センサ１４および伸展
側生体信号センサ１５の出力値、角度センサ１３１の回動角度位置、トルクセンサ１３３
の検出値、第１の歪ゲージ１１５および第２の歪ゲージ１２５の検出応力値、較正手段３
１が設定した屈曲側補正値および伸展側補正値、計測対象部位ごとに異なる個別補正値な
どがある。また、画面４１の表示方法としては、仮想空間を設定して模擬ユニット２０に
相当する図を表示してもよい。
【００５２】
　以上のように構成されたリハビリテーション支援装置１は、図５乃至図１０に示す手順
および方法によって設定され、リハビリテーションに適用される。まず、被験者Ｐごとお
よび計測対象となる関節ごとに異なる個別補正値を図５に示す制御処理に従って初期設定
を行なう。ここでは、図３および図４に示すように生体計測装置１０を被験者Ｐの右足に
装着した場合を一例として説明する。
【００５３】
　まず、生体計測装置１０が被験者Ｐの右足（膝関節Ａ１）に装着されると、電源スイッ
チをオンに操作されることで生体計測装置１０が起動される。このときの生体計測装置１
０の装着作業としては、屈筋となる半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋のうち生体信号を計
測しやすい体表面に屈曲側生体信号センサ１４を貼り付け、伸筋となる大腿四頭筋の生体
信号を計測しやすい体表面に伸展側生体信号センサ１５を貼り付ける。そして、生体計測
装置１０は、関節ユニット１３の回動中心１３０が被験者Ｐの膝関節Ａ１の回動軸αと同
軸になるように配置され、バンド１１３，１１４，１２３，１２４で被験者Ｐの右足に固
定される。第１のフレーム１１に取り付けられているバンド１１３，１１４が被験者Ｐの
腿の両端に巻きつけられることによって、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信
号センサ１５が被験者Ｐの屈筋および伸筋にそれぞれ押し当てられる。
【００５４】
　図５において、制御装置３０は、生体計測装置１０の電源スイッチがオンに操作された
か否かをチェックする（Ｓ１）。Ｓ１において、生体計測装置１０の電源スイッチがオン
であるときは、Ｓ２に進む。
【００５５】
　次に、被験者Ｐが椅子に腰をかけて屈筋にも伸筋にも力が入らない脱力状態において、
屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信号センサ１５でそれぞれ基準電位（生体信
号）を計測し、計測された屈曲側および伸展側の基準電位を記憶部３４に記憶させる（Ｓ
２）。引き続き脱力状態で、医師や理学療法士などリハビリテーションの指導者Ｔの介助
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によって、被験者Ｐの膝関節Ａ１を受動的に動かす。この膝関節Ａ１の可動範囲を関節ユ
ニット１３の角度センサ１３１により計測する（Ｓ３）。角度センサ１３１によって計測
された屈曲側および伸展側の回動角度位置から可動範囲を計測し、記憶部３４に記憶させ
る（Ｓ４）。
【００５６】
　可動範囲は、筋力に因らない膝関節Ａ１の柔軟性によって回動し得る範囲であって、筋
力によって能動的に動かすことのできる動作範囲とは異なる。可動範囲は、その後実施さ
れるリハビリテーションにおいて腱や筋を痛めないために、計測される。
【００５７】
　この膝関節Ａ１の可動範囲を計測する際は、被験者Ｐの自らの意思によって図６に示す
ように下腿部Ｂ２を振り上げる伸展動作を行う。筋力が衰えたり、筋が萎縮して可動範囲
が狭くなったり、あるいは運動機能障害のためほとんど動かなかったりしている場合は、
可動範囲以内で筋力を計測する。
【００５８】
　次に被験者Ｐの意思によって少しでも伸筋が働けば膝関節Ａ１が伸展するので、膝関節
Ａ１を動作させると共に、膝関節Ａ１の回動角度を角度センサ１３１によって計測する（
Ｓ５）。続いて、Ｓ５ａにおいて、角度センサ１３１によって計測された回動角度がゼロ
以上であれば、Ｓ６に進み、回動角度変化量とともに屈曲側生体信号センサ１４および伸
展側生体信号センサ１５によって検出される生体信号（電位信号）を計測する。
【００５９】
　次に、被験者Ｐは自らの意思によって膝関節Ａ１の屈曲運動を行う。例えば、被験者Ｐ
が椅子に着座した姿勢で膝関節Ａ１を屈曲させることが困難である場合は、ベッドにうつ
伏せに寝て下腿部Ｂ２を立て起こす動作、あるいは、直立して下腿部Ｂ２を持ち上げる動
作を行ってもよい。そして、伸展動作の場合と同様に膝関節Ａ１の可動範囲以内で筋力を
出して、このときの回動角度位置の変化量を角度センサ１３１によって計測する（Ｓ７）
。この角度センサ１３１によって計測された回動角度を記憶部３４に記憶させる（Ｓ８）
。
【００６０】
　次のＳ８ａにおいて、角度センサ１３１によって計測された回動角度がゼロ以上であれ
ば、Ｓ９に進み、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信号センサ１５によって検
出される生体信号（電位信号）を計測し、屈曲動作によって得られた回動角度位置と伸筋
および屈筋の生体信号とを、記憶部３４に記憶させる。
【００６１】
　較正手段３１により、各々の生体信号の計測値とその値が計測されたときの回動角度位
置とを関連付ける（Ｓ１０）。また、各々の計測値を表示装置４０に出力して画面４１に
数値やグラフなどを表示させる（Ｓ１１）。これにより、指導者Ｔは、表示装置４０の画
面４１に表示された計測値を確認することによって、屈曲側生体信号センサ１４および伸
展側生体信号センサ１５がそれぞれ屈筋および伸筋に対応して貼り付けられているか、ま
たその貼り付け位置によって生体信号として十分な値が検出できているか即座に確認する
ことが可能になる。
【００６２】
　このとき、下腿部Ｂ２に作用する重力の影響の補正値や第２のフレーム１２に係る重量
の影響の補正値をさらに加えることにより、より正確な相関関係を導き出すことができる
。上記関連付けの結果、較正手段３１により、回動角度位置と屈曲側生体信号と伸展側生
体信号との相関関係を決定する。そして、角度センサ１３１によって検出される回動角度
変化量、第１のフレーム１１と第２のフレーム１２とがこの回動角度変化量だけ回動する
までに計測される時間、この回動角度変化量だけ回動する間に屈曲側生体信号センサ１４
および伸展側生体信号センサ１５で計測された電位の変化の力積に基づいて、屈曲側動作
補正値および伸展側動作補正値を設定する（Ｓ１２）。続いて、Ｓ１２に設定された屈曲
側動作補正値および伸展側動作補正値を記憶部３４に記憶させる（Ｓ１３）。屈曲側動作
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補正値は、屈曲側補正値の一部であり、伸展側動作補正値は、伸展側補正値の一部である
。これで、初期設定処理が終了する。
【００６３】
　上記初期設定処理が終了すると、被験者Ｐの伸展側および屈曲側の筋力とそのときの生
体信号との関係を計測し、最大筋力を出しているときの生体信号の出力調整処理、および
、段階的に与えられる負荷に対する筋力を発揮するための生体信号の計測を行なう。なお
、上記初期設定処理および出力調整処理は、生体計測装置１０が被験者Ｐに装着される度
に行われる。
【００６４】
　図７に示すように、出力調整処理は、第１のフレーム１１と第２のフレーム１２との相
対角度が関節の可動範囲の中間程度となる角度に固定された状態で、図８に示すフローチ
ャートに従って行われる。膝関節Ａ１は、図７においてほぼ直角に曲げられているが、筋
が萎縮して可動範囲が狭まっている場合や、筋力を発揮できる範囲が限られている場合な
どであっても、先の初期設定によって回動角度位置との関係がわかっているので、図７に
示す姿勢以外で出力調整処理を行ってもよい。
【００６５】
　図８に示すように、制御装置３０は、リハビリテーション支援装置１に接続されている
生体計測装置１０の駆動ユニット１３２が駆動可能であることをチェックする（Ｓ２１）
。このＳ２１において、駆動ユニット１３２が駆動可能である場合は、駆動ユニット１３
２のモータ１３２ｂの駆動力を付与することにより第１のフレーム１１と第２のフレーム
１２との相対角度が変わらないように固定する（Ｓ２２）。
【００６６】
　また、Ｓ２１において、駆動ユニット１３２が駆動しない場合、別途用意される固定具
１６を装着して、第１のフレーム１１と第２のフレーム１２との相対角度が変わらないよ
うに関節ユニット１３を拘束するように表示装置４０に表示する（Ｓ２３）。
【００６７】
　尚、固定具１６によって第１のフレーム１１と第２のフレーム１２とを固定する場合、
関節ユニット１３を中心に屈曲および伸展させる荷重と第１の歪ゲージ１１５および第２
の歪ゲージ１２５の出力値との関係について予め較正しておく。
【００６８】
　被験者Ｐがこの状態で伸展する方向に最大筋力を加えるように表示装置４０に表示して
被験者Ｐに指示する（Ｓ２４）。このとき、屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体
信号センサ１５によって各々の生体信号を計測するとともに、関節周りの物理量として、
トルク、回動角度位置、第１のフレーム１１および第２のフレーム１２に作用する応力を
それぞれ計測する（Ｓ２５）。トルクは、駆動ユニット１３２の回動軸に取り付けられた
トルクセンサ１３３によって計測される。回動角度位置は、角度センサ１３１によって計
測される。第１のフレーム１１に作用する応力は、第１の歪ゲージ１１５によって計測さ
れ、第２のフレーム１２に作用する応力は、第２の歪ゲージ１２５によって計測される。
【００６９】
　次に同じ状態で被験者Ｐに、屈曲する方向に最大筋力を加えるように表示装置４０に表
示して指示する（Ｓ２６）。このときも屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信号
センサ１５によって各々の生体信号が計測されるとともに、関節周りの物理量として、ト
ルク、回動角度位置、第１のフレーム１１および第２のフレーム１２に作用する応力をそ
れぞれ計測する（Ｓ２７）。伸展動作および屈曲動作によって計測されたトルクおよび応
力は、計測対象となった膝関節Ａ１が発揮している筋力のデータに変換される。
【００７０】
　なお、駆動ユニット１３２が駆動しない場合は、固定具１６によって第１のフレーム１
１と第２のフレーム１２とが一体的に固定される。したがって、予め第１のフレーム１１
と第２のフレーム１２と固定して、外力と第１の歪ゲージ１１５および第２の歪ゲージ１
２５の応力値との関係を予め計測しておけば、第１の歪ゲージ１１５および第２の歪ゲー
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ジ１２５の応力を計測することによって、伸展あるいは屈曲させようとする力の大きさを
求めることができる。
【００７１】
　このように計測された生体信号と関節周りの物理量、およびこの物理量から求まる筋力
の計測データを較正手段３１によって当該物理量と関連付ける（Ｓ２８）。また、生体信
号と物理量と筋力のデータとは、それぞれ記憶部３４に記憶されるとともに、制御部３２
を介して表示装置４０に出力されて表示装置４０の画面４１に数値やグラフによって表示
される（Ｓ２９）。生体信号と関節周りの物理量と筋力とが数値やグラフによって定量的
に可視化されることにより、被験者Ｐの意思と実際に作用している筋力との関係がわかり
やすくなる。そして、指導者Ｔが被験者Ｐの対象部位の状態を詳しく知ることができる。
したがって、被験者Ｐと指導者Ｔとの意思疎通が深まる。
【００７２】
　上記Ｓ２８において、較正手段３１により、屈曲側生体信号と屈曲側筋力とを関連付け
る屈曲側出力補正値、および伸展側生体信号と伸展側筋力とを関連付ける伸展側出力補正
値がそれぞれ設定される。設定された各々の補正値は、記憶部３４に記憶される。また、
屈曲側出力補正値は、屈曲側補正値の一部であって、屈曲側動作補正値と併せて用いられ
る。伸展側出力補正値は、伸展側補正値の一部であって、伸展側動作補正値と併せて用い
られる。
【００７３】
　さらに、Ｓ３０では、視覚および触覚に対して報知する教示手段として模擬ユニット２
０の模擬体制御部３３により、屈曲側生体信号センサ１４の出力値に屈曲側補正値を含め
た屈筋出力信号、伸展側生体信号センサ１５の出力信号に伸展側補正値を含めた伸筋出力
信号、角度センサ１３１の回動角度位置を、模擬体駆動ユニット２３２の出力信号に変換
する。
【００７４】
　模擬ユニット２０は、被験者Ｐが計測対象部である膝関節Ａ１を可動範囲以内で動かす
ことに対して、同期しかつその回動量φおよび回動速度を一致させて動くように、設定さ
れる。この状態で、被験者Ｐの実際の膝関節Ａ１の屈曲動作および伸展動作を模擬ユニッ
ト２０で再現する（Ｓ３１）。このように、被験者Ｐの筋力によって模擬ユニット２０を
実際に動かすことによって、対象となる関節を動かす随意筋の生体信号とそれに伴う動作
との関係が感覚的にわかりやすく、被験者Ｐと指導者Ｔとの間でリハビリテーションの実
施計画やその内容について、また、回復の度合いなどを確認しやすい。
【００７５】
　被験者Ｐが自らの筋力で動かすことができる動作範囲に対して、膝関節Ａ１の可動範囲
に余裕のある場合は、生体信号の誤差によって膝関節Ａ１の可動範囲を超えない程度に伸
展側拡張補正値および屈曲側拡張補正値を加え、模擬ユニット２０の回動量φを拡張する
。このときの伸展側拡張補正値および屈曲側拡張補正値を、記憶部３４に記憶させる（Ｓ
３２）。
【００７６】
　被験者Ｐの生体信号と動作との相関関係について模擬ユニット２０で確認が取れたら、
伸筋出力信号および屈筋出力信号を駆動ユニット１３２の出力信号に変換する（Ｓ３３）
。このとき、上記屈曲側拡張補正値、伸展側拡張補正値を含めてもよい。最後に、駆動ユ
ニット１３２の固定状態を解除し、関節ユニット１３の固定を解除する（Ｓ３４）。また
、固定具１６によって固定されていた場合は、手動作業によりこの固定具１６を取り外す
。
【００７７】
　次に、制御装置３０は、計測対象となる関節を中心とした伸展方向および屈曲方向の複
数段階の負荷に対する各々の筋力の計測を図９に示すフローチャートに従って行う。制御
装置３０は、生体計測装置１０の電源スイッチがオンに操作されたか否かをチェックする
（Ｓ４１）。Ｓ４１において、生体計測装置１０の電源スイッチがオンであるときは、Ｓ
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４２に進む。負荷を与える手段として駆動ユニット１３２を備えていることが好ましいが
、錘やバネ力によって付与してもよい。また、先に初期設定および出力調整をした直後で
あればそのままこの測定に移行される。
【００７８】
　被験者Ｐの生体信号に対する補正値を記憶部３４から読み込む（Ｓ４２）。続いて、記
憶部３４から読み込んだ屈曲側動作補正値および屈曲側出力補正値を基に屈曲方向の負荷
を設定する（Ｓ４３）。次に、駆動ユニット１３２のモータ１３２ｂを駆動して膝関節Ａ
１に負荷を与える（Ｓ４４）。
【００７９】
　そして、被験者Ｐが駆動ユニット１３２から与えられた負荷に対して膝関節Ａ１が動か
ないように力を入れて保持するように表示装置４０に表示して指示する（Ｓ４５）。この
ときの伸展側生体信号および屈曲側生体信号とともに、物理量としてトルクセンサ１３３
で検出されたトルク、角度センサ１３１で検出された回動角度位置、第１の歪ゲージ１１
５および第２の歪ゲージ１２５に生じた応力の各データ読み込んでそれぞれ記憶部３４に
記憶する（Ｓ４６）。
【００８０】
　次に屈曲側出力補正値に基づいた複数段階の負荷が付与されて必要なデータが取得され
たか否かをチェックする（Ｓ４７）。必要なデータが全て得られない場合は、負荷が弱す
ぎる可能性が高いので、Ｓ４７ａに進み、駆動ユニット１３２から与えられる負荷を徐々
に増大させるように負荷の設定を変えてＳ４３～Ｓ４７の処理を再度実行する。また、上
記Ｓ４７において、屈曲側について必要なデータが揃ったら、屈曲側の筋力と生体信号と
の関係の屈曲側筋力補正値を較正手段３１によって設定する（Ｓ４８）。
【００８１】
　Ｓ４８で上記屈曲側筋力補正値が設定されると、次に、伸展側動作補正値および伸展側
出力補正値を基に伸展方向の負荷を設定する（Ｓ４９）。続いて、駆動ユニット１３２の
モータ１３２ｂを駆動して膝関節Ａ１に負荷を与える（Ｓ５０）。被験者Ｐに対し、与え
られた負荷に対して膝関節Ａ１が動かないように力を入れて保持するように表示装置４０
に表示して指示する（Ｓ５１）。このときの伸展側生体信号および屈曲側生体信号ととも
に、物理量としてトルクセンサ１３３で検出されたトルク、角度センサ１３１で検出され
た回動角度位置、第１の歪ゲージ１１５および第２の歪ゲージ１２５に生じた応力の各デ
ータ読み込み、各計測データを記憶部３４に記憶する（Ｓ５２）。
【００８２】
　続いて、上記伸展側出力補正値に基づいた複数段階の負荷が付与されて必要なデータが
取得されたか否かをチェックする（Ｓ５３）。必要なデータが全て得られない場合は、負
荷が弱すぎる可能性が高いので、Ｓ５３ａに進み、駆動ユニット１３２から与えられる負
荷を徐々に増大させるように負荷の設定を変えてＳ４９～Ｓ５３の処理を再度実行する。
また、上記Ｓ５３において、伸展側について必要なデータが全て揃ったら、伸展側の筋力
と生体信号との関係の伸展側筋力補正値を較正手段３１によって設定する（Ｓ５４）。
【００８３】
　各々設定された屈曲側筋力補正値および伸展側筋力補正値は、記憶部３４に記憶させる
（Ｓ５５）。また、付与された屈曲側の複数段階の負荷および伸展側の複数段階の負荷と
、計測された屈曲側生体信号および伸展側生体信号との数値やグラフを作成して表示装置
４０に表示させる（Ｓ５６）。これらの計測によって設定された屈曲側筋力補正値は、屈
曲側補正値の一部であり、伸展側筋力補正値は、伸展側補正値の一部である。
【００８４】
　以上のように、このリハビリテーション支援装置１は、生体計測装置１０をリハビリテ
ーションの対象となる関節（例えば、膝関節Ａ１）に対して装着し、その生体信号と筋力
との相関関係および伸展または屈曲による回動角度位置との相関関係が簡単な動作によっ
て、計測することができる。また、リハビリテーション支援装置１は、被験者Ｐのリハビ
リテーションの対象となっている関節の可動範囲や随意筋の筋力などの物理量と生体信号
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とに相関性を持たせて計測することができ、かつ、これらを定量的に出力する。したがっ
て、教示手段として、視覚に対して報知する表示装置４０や、視覚および触覚に対して報
知する模擬ユニット２０を備えることで、これまで定量的に評価することが困難であった
被験者Ｐの筋力や感覚について、リハビリテーションを指導する医師や理学療法士など指
導者Ｔに対して的確に伝えることができるようになる。
【００８５】
　そこで、模擬ユニット２０を活用したリハビリテーションについて、図１０に示すフロ
ーチャートを参照して説明する。まず、制御装置３０は、生体計測装置１０の電源スイッ
チがオンに操作されたか否かをチェックする（Ｓ６１）。Ｓ６１において、生体計測装置
１０の電源スイッチがオンであるときは、Ｓ６２に進む。
【００８６】
　被験者Ｐの筋力計測は、前述した出力調整処理によって、屈曲側出力補正値および伸展
側出力補正値が設定されるので、過去の計測データと比較補正することによって、近似補
正することも可能である。初期設定処理および出力調整処理が行われる過程で、記憶部３
４から前回の補正値として基準生体信号、屈曲側補正値、伸展側補正値、屈曲側拡張補正
値、伸展側拡張補正値を読み込み比較および再設定処理を行なう（Ｓ６２）。また、予め
記憶部３４に記憶されている各補正値を用いて模擬ユニット２０を操作し、動作確認を行
うだけでもリハビリテーションを開始することは可能である。
【００８７】
　図１及び図２に示されるように、模擬ユニット２０は、連結部２３に角度センサ２３１
、模擬体トルクセンサ２３３を備え、第１の模擬フレーム２１および第２の模擬フレーム
２２にそれぞれ歪ゲージ２１５，２２５を備える。これらによって検出されるトルクおよ
び応力は、制御装置３０の制御部３２および模擬体制御部３３にフィードバックされ、生
体計測装置１０の駆動ユニット１３２および模擬ユニット２０の模擬体駆動ユニット２３
２の動作に反映される。
【００８８】
　模擬ユニット２０を被験者Ｐが装着している生体計測装置１０とリンクさせるに際して
模擬ユニット２０を主体とするか、生体計測装置１０を主体とするかを選択指示する（Ｓ
６３）。Ｓ６３において、生体計測装置１０を主体とする方が選択された場合は、Ｓ６４
に進み、被験者Ｐが膝関節Ａ１の屈筋および伸筋に力を加えて膝関節Ａ１を動作させるよ
うに表示装置４０に表示する。
【００８９】
　続いて、生体計測装置１０に設けられたトルクセンサ１３３で検出されたトルク、角度
センサ１３１で検出された回動角度位置、第１の歪ゲージ１１５および第２の歪ゲージ１
２５に生じた応力の各データ読み込み、屈曲側および伸展側の生体信号計測と物理量計測
とを行って各計測データを記憶部３４に記憶する（Ｓ６５）。
【００９０】
　補正手段３５により記憶部３４から呼び出された補正値とＳ６５で計測された各計測デ
ータ値とを基に、伸筋出力信号および屈筋出力信号を制御部３２と模擬体制御部３３とに
出力する（Ｓ６６）。
【００９１】
　制御部３２からの駆動信号により駆動ユニット１３２のモータ１３２ｂを制御し、模擬
体制御部３３が模擬体駆動ユニット２３２のモータ２３２ｂを制御することによって、駆
動ユニット１３２および模擬体駆動ユニット２３２を連動させる（Ｓ６７）。
【００９２】
　また、上記Ｓ６３において、模擬ユニット２０を主体とする方が選択された場合は、医
師や理学療法士などリハビリテーションの指導者Ｔが模擬ユニット２０に伸展および屈曲
の負荷を加えるように表示装置４０に表示させる（Ｓ６８）。
【００９３】
　模擬体角度センサ２３１により検出された回動角度位置、連結部２３に設けられた模擬
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体トルクセンサ２３３により検出されたトルク、第１の模擬フレーム２１および第２の模
擬フレーム２２に設けられた歪ゲージ２１５，２２５の応力値を読み込んで、模擬ユニッ
ト２０の物理量を計測する（Ｓ６９）。
【００９４】
　続いて、Ｓ６９で計測されたトルクおよび応力値を外力として、また回動角度量を移動
量として、それぞれ制御部３２に出力する（Ｓ７０）。次に制御装置３０は、屈筋出力信
号および伸筋出力信号とともに模擬ユニット２０から伝えられた外力を足し合わせた結果
を基に生体計測装置１０の駆動ユニット１３２に駆動信号を出力してモータ１３２ｂを駆
動し、生体計測装置１０を模擬ユニット２０に連動させる（Ｓ７１）。
【００９５】
　この結果、被験者Ｐは、生体計測装置１０が模擬ユニット２０に連動することで膝関節
Ａ１に指導者Ｔによって屈曲または伸展の力が加えられたかのように感じる。また、指導
者Ｔも、被験者Ｐが膝関節Ａ１を動かす動作に連動する模擬ユニット２０を触ることによ
って、被験者Ｐが加えている力を感じることができる。つまり、このリハビリテーション
支援装置１は、生体計測装置１０と模擬ユニット２０とが連動するシステム構成になって
おり、いわゆるバイラテラルサーボシステムを形成する。
【００９６】
　次のＳ７２で終了操作が行なわれないときは、上記Ｓ６３に戻り、Ｓ６３～Ｓ７１の処
理を繰り返す。また、Ｓ７２で終了操作が行なわれたときは、生体計測装置１０と模擬ユ
ニット２０との間のリンクを解除する（Ｓ７３）。
【００９７】
　リハビリテーション支援装置１は、生体信号と筋力および関節の回動角度に相関関係を
持たせるとともに定量的に出力するので、このバイラテラルサーボシステムを構築するこ
とができている。バイラテラルサーボシステムとは、位置と力との両方の情報が伝達され
るシステムで、リンクされたものどうしが双方の位置や角度情報と力の情報を共有するこ
とによって、相手側の装置をこちら側から操作することができるとともに、相手側に付与
されている力を感じることができるシステムである。双方向通信によって時差が生じない
のであれば、生体計測装置１０と模擬ユニット２０とが離れていてもよい。そこで、この
リハビリテーション支援装置１は、インターネットなどのネットワークを利用し、生体計
測装置１０と模擬ユニット２０とをリンクさせ、遠隔地の被験者Ｐの様子を模擬ユニット
２０によって確認することもできる。
【００９８】
　リハビリテーション支援装置１を使えば、さらに次のようなことが行える。例えば、脚
の筋力が衰えている場合、まず、駆動ユニット１３２を装備する生体計測装置１０により
被験者Ｐの脚の筋力と生体信号との相関関係を求める。そして、被験者Ｐの脚の筋力を補
うように駆動ユニット１３２のモータ出力を増幅させるアシスト値を屈筋出力信号および
伸筋側出力信号にそれぞれ加える。この結果、被験者Ｐの不足する筋力が駆動ユニット１
３２の駆動力によって補われるので、他人の介助なしに歩行することが可能になる。被験
者Ｐの筋力が回復するにつれて、このアシスト値を徐々に小さくするように制御プログラ
ムを作成することにより、被験者Ｐが普段の生活をしながらリハビリテーションを行なう
ことが可能になる。
【００９９】
　また、骨折などによりギプスで拘束していたために、被験者Ｐの筋力が衰えるとともに
関節の可動範囲が狭くなってしまっている場合は、駆動ユニット１３２を装備する生体計
測装置１０を用い、アシスト値を加えるとともに、生体計測装置１０の回動量θを設定す
る屈曲側拡張補正値および伸展側拡張補正値を加え、その関節の可動範囲を少し超えるよ
うにする。このようにすることによって、被験者Ｐは、自分の意思で様子を見ながら関節
の可動範囲を広げることができる。
【０１００】
　また、このリハビリテーション支援装置１は、生体計測装置１０にアシスト値を加える
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代わりに、屈筋出力信号と伸筋出力信号を打ち消す負荷を駆動ユニット１３２から与える
こともできる。これにより、被験者Ｐの衰えた筋力の強化を積極的に行うことができる。
【０１０１】
　このように、リハビリテーション支援装置１は、計測対象となっている関節周りの物理
量とその関節の随意筋の生体信号とに相関関係をもたせることによって、生体信号と筋力
とを定量的な値として出力することができる。したがって、これらの値を利用して表示装
置４０や模擬ユニット２０といった教示手段によって、視覚、感覚、聴覚に対して報知す
ることで、被験者Ｐとその指導者Ｔとの間の意思疎通が測りやすくなり、これまで伝え辛
かった筋肉や関節の感覚を容易に伝えることができるようになる。また、被験者Ｐが感じ
ていることをうまく言葉で言い表すことができない場合や、運動機能障害とともに言語障
害を負っている場合でも、指導者Ｔは、模擬ユニット２０を生体計測装置１０にリンクさ
せることで被験者Ｐの検査対象部位の状態を的確に知ることができる。
【０１０２】
　このリハビリテーション支援装置１は、リハビリテーションの対象となる被験者Ｐの関
節に装着され、その関節の随意筋の生体信号を読み取る。そして、関節周りの物理量と生
体信号との相関関係を基に、生体計測装置１０に組み込まれている駆動ユニット１３２で
介助動作を行うことができる。したがって、被験者Ｐが頚椎や脊柱の損傷など脳からの神
経伝達系に障害が生じていることに起因する運動機能障害に対しても、リハビリテーショ
ンの対象となる関節を動かそうとするために体の他の部位に現れる神経伝達信号を随意筋
のトリガーとして利用し、この随意筋を活性化させることも可能である。
【０１０３】
　次に膝関節Ａ１以外の関節にこのリハビリテーション支援装置１を適用する場合につい
て、第２から第４の実施形態として以下に説明する。各実施形態のリハビリテーション支
援装置１は、図２に示したシステムブロック図と同じ構成を備える。したがって、第１の
実施形態において詳述した各構成と同じ機能を有する構成は、同一の符号を付してその説
明を省略する。また、制御装置３０および模擬ユニット２０は、第１の実施形態と同じで
あるので、該当する説明および図面を参酌するものとして、以下の記載から割愛する。
【０１０４】
　本発明に係る第２の実施形態のリハビリテーション支援装置１に適用される生体計測装
置１０Ａは、図１１から図１３を参照して説明する。この生体計測装置１０Ａは、股関節
Ａ２の伸展動作および屈曲動作を対象として作られている。したがって、外旋、内旋、外
転、内転についての計測を許容していない。生体計測装置１０は、図１１および図１２に
示すように第１のフレーム１１と第２のフレーム１２と関節ユニット３１３と屈曲側生体
信号センサ１４と伸展側生体信号センサ１５とを備える。
【０１０５】
　第１のフレーム３１１は、下端３１１ａが関節ユニット３１３の固定側に連結され、上
端３１１ｂが股関節Ａ２から延びる骨盤（第１の骨格）の腸骨稜に向かって延び後方へ回
り込んでいる。股関節Ａ２から離れた側の第１のフレーム３１１の上端３１１ｂに取り付
けられたバンド３１４は、被験者Ｐの腰に巻きつけられている。腰に巻きつけたバンド３
１４がずり上がらないように、股の間に補助帯を通してもよい。また、第２のフレーム３
１２は、大腿骨（第２の骨格）に沿って配置され、上端３２１がバンド３２３及び関節ユ
ニット３１３の回動側に連結され、下端３２２がバンド３２４に連結されている。尚、バ
ンド３１４，３２３，３２４は、前述した第１の実施の形態のバンド１１４，１２３，１
２４と同じ構成になっている。
【０１０６】
　図１１および図１２に示すように、第１のフレーム３１１と第２のフレーム３１２とを
連結する関節ユニット３１３は、股関節Ａ２の伸展および屈曲の動作の回動軸αと同軸に
配置されている。関節ユニット３１３は、第１の実施形態の関節ユニット１３と同様に、
角度センサ１３１と駆動ユニット１３２とトルクセンサ１３３とを内蔵している。
【０１０７】
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　屈曲側生体信号センサ１４は、図１２に示すように股関節Ａ２の屈曲動作のときに随意
筋として主に働く腸腰筋、大腿筋膜張筋などに対応する体表面に貼り付けられる。伸展側
生体信号センサ１５は、図１１に示すように股関節Ａ２の伸展動作のときに随意筋として
主に働く大殿筋に対応する体表面に貼り付けられる。屈曲側生体信号センサ１４および伸
展側生体信号センサ１５が貼り付けられた箇所は、いずれも動作に伴って表皮が大きく伸
縮するので、信号線１４ａ、１５ａにゆとりを持たせてある。
【０１０８】
　この生体計測装置１０Ａは、図１に示した被験者Ｐが装着している生体計測装置１０の
ように、膝関節Ａ１用の生体計測装置１０と大腿部Ｂ１に沿って配置されるフレームが一
続きに作られていてもよい。この場合、大腿骨の長さは、被験者Ｐごとに異なるので、当
然長さ調整機構を有している。
【０１０９】
　股関節Ａ２周りの物理量および随意筋となる腸腰筋、大腿筋膜張筋、大殿筋などの生体
信号を計測する場合、図１３に示すように直立姿勢で大腿部Ｂ１を上げ下ろしする動作で
行われる。直立していることが困難な場合は、図１や図６および図７のように着座姿勢で
もよいし、ベッドに横たわった状態のいずれでも実施することができる。ただし、姿勢に
よって下肢にかかる重力の条件が異なるので、これを加味する必要がある。このような場
合は、物理量と生体信号との相関関係を姿勢毎に記憶部３４に記憶しておけばよい。
【０１１０】
　本発明に係る第３の実施形態のリハビリテーション支援装置１に適用される生体計測装
置１０Ｂについて、図１４および図１５を参照して説明する。この生体計測装置１０Ｂは
、肘関節Ａ３の伸展動作および屈曲動作を対象として作られており、図１４および図１５
に示すように、第１のフレーム４１１と第２のフレーム４１２と関節ユニット４１３と屈
曲側生体信号センサ１４と伸展側生体信号センサ１５とを備える。
【０１１１】
　第１のフレーム４１１は、上腕骨（第１の骨格）に沿って配置され、肘関節Ａ３に近い
側および遠い側の２箇所に設けられたバンド４１３，４１４で上腕部Ｂ３に固定されてい
る。第２のフレーム１２は、となる尺骨または橈骨（第２の骨格）に沿って配置され、肘
関節Ａ３に近い側および遠い側の２箇所に設けられたバンド４２３，４２４で前腕部Ｂ４
に固定されている。
【０１１２】
　また、生体計測装置１０Ｂの第１のフレーム４１１と第２のフレーム４１２とを連結す
る関節ユニット４１３は、第１の実施形態の生体計測装置１０と同様に、角度センサ１３
１と駆動ユニット１３２とトルクセンサ１３３とを内蔵している。関節ユニット１３の回
動中心１３０は、肘関節Ａ３の伸展および屈曲の動作の回動軸αと同軸に配置されている
。つまり、この生体計測装置１０は、肘関節Ａ３の回内、回外動作には対応していない。
【０１１３】
　屈曲側生体信号センサ１４は、図１４に示すように肘関節Ａ３の屈曲動作のときに随意
筋として主に働く上腕二頭筋および上腕筋に対応する体表面に貼り付けられる。伸展側生
体信号センサ１５は、図１５に示すように肘関節Ａ３の伸展動作のときに随意筋として主
に働く上腕三頭筋に対応する体表面に貼り付けられる。図１４および図１５において屈曲
側生体信号センサ１４および伸展側生体信号センサ１５は、バンド４１３，４１４から離
れた位置に貼り付けられている。これら屈曲側生体信号センサ１４および伸展側生体信号
センサ１５は、生体信号をもっとも検出しやすい位置に張り付けられていればよいので、
肘関節Ａ３に近い側のバンド４１３の内周面に配置してもよい。
【０１１４】
　この生体計測装置１０Ｂを用いて肘関節Ａ３周りの物理量および随意筋となる上腕二頭
筋、上腕筋、上腕三頭筋の生体信号を計測する場合、図１４および図１５に示すように、
上体を起こした姿勢で肘を屈曲および伸展させる。上体を起こした姿勢でいることが困難
である場合は、ベッドに横たわった状態でも同じことを行える。この場合、前腕部Ｂ４に
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かかる重力に関する条件が異なるので、第２の実施形態と同様に、肘関節Ａ３周りの物理
量と生体信号との相関関係を姿勢毎に記憶部３４に記憶しておけばよい。
【０１１５】
　本発明に係る第４の実施形態のリハビリテーション支援装置１に適用される生体計測装
置１０Ｃは、図１６を参照して説明する。この生体計測装置１０Ｃは、手関節Ａ４の屈曲
（掌屈）動作および伸展（背屈）動作を対象として作られている。生体計測装置１０は、
第１のフレーム５１１と第２のフレーム５１２と関節ユニット５１３と屈曲側生体信号セ
ンサ１４と伸展側生体信号センサ１５とを備える。
【０１１６】
　第１のフレーム５１１は、図１６に示すように、尺骨（第１の骨格）に沿って配置され
、手関節Ａ４に近い側および肘関節Ａ３に近い側の２箇所に取り付けられたバンド５１３
，５１４によって、前腕部Ｂ４に固定されている。第２のフレーム５１２は、中手骨（第
２の骨格）に沿って尺骨側に配置され、手関節Ａ４から遠い側の第２のフレーム５１２に
取り付けられて第２から第５の中手骨の頭側に巻きかけられるバンド５２４によって、掌
Ｂ５に固定されている。
【０１１７】
　関節ユニット１３は、図１６に示すように橈骨側から尺骨側に手関節Ａ４を抜けるよう
に想定される回動軸αと同軸に配置されている。関節ユニット５１３は、他の実施形態と
同様に、角度センサ１３１と駆動ユニット１３２とトルクセンサ１３３とを内蔵している
。駆動ユニット１３２は、モータ１３２ｂを第１のフレーム５１１に沿わせて配置してい
るため外観が異なるが、機能的なものは他の実施形態のものと全く同じである。
【０１１８】
　屈曲側生体信号センサ１４は、手関節Ａ４の屈曲動作のときに主に働く浅指屈筋、深指
屈筋、尺側手根屈筋、長母指屈筋、橈側手根屈筋などが通る体表面に貼り付けられる。伸
展側生体信号センサ１５は、手関節Ａ４の伸展動作のときに主に働く指伸筋、長橈側手根
伸筋、短橈側手根伸筋などが通る体表面に貼り付けられる。
【０１１９】
　また、この生体計測装置１０Ｃは、図１６の構造を見てわかるように、手関節Ａ４の橈
側偏位および尺側偏位における物理量および生体信号の計測にも対応させることができる
。橈側偏位および尺側偏位における物理量および生体信号を計測する場合は、関節ユニッ
ト５１３を手の甲側に配置するように生体計測装置１０Ｃを装着する。関節ユニット５１
３の回動中心５３０は、掌側から甲側に貫ける方向へ有頭骨を通る位置に想定された手関
節の軸βと同軸に配置される。
【０１２０】
　生体信号を計測するときの前腕部Ｂ４の姿勢は、どの向きにしてもよい。ただし、リハ
ビリテーションの過程で前回の計測結果と比較する場合には、同じ姿勢にするか、手関節
周りの物理量および生体信号の相関関係を姿勢毎にとっておく。
【０１２１】
　以上のように、生体の可動部である関節およびそこから延びる骨格に対して沿うように
装着されるフレームを有した生体計測装置１０は、第１から第４の実施形態の部位に限ら
ず、他の関節にあわせて作られてもよい。例えば、足首、肩、手指にも適用できる。手指
に適用する場合は、駆動ユニット１３２を小型化するべく、液圧のアクチュエータ、超音
波モータ、ワイヤとソレノイドを組み合わせたプランジャ式アクチュエータなどを用いれ
ばよい。
【０１２２】
　第１の実施形態では、教示手段として表示装置４０と模擬ユニット２０とを例示した。
教示手段は、生体計測装置１０によって計測された関節の物理量および随意筋の生体信号
を定量的に出力できるものであればよいので、聴覚に対して音の高低や大小によって
報知するものであってもよい。
【０１２３】
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　また、各実施形態において、対象となる一関節について計測を行う生体計測装置１０、
１０Ａ～１０Ｃを示したが、図１に示すように、股関節Ａ２および膝関節Ａ１を同時に計
測する生体計測装置１０であってもよいし、あるいは、上記各生体計測装置１０、１０Ａ
～１０Ｃを適宜組み合わせても良い。さらに、片脚だけでなく両脚を同時に計測する生体
計測装置１０や、上肢と下肢とを同時に計測できる生体計測装置１０でもよい。
【０１２４】
　第１のフレーム１１，３１１，４１１，５１１および第２のフレーム１２，３１２，４
１２，５１２は、いずれの実施形態においても、被験者Ｐの体側に沿って配置されている
。関節ユニット１３の回動中心１３０が、計測対象となる関節の回動軸αに対して同軸に
配置されればよい。そのため、第１のフレーム１１および第２のフレーム１２は、被験者
Ｐの体重が関節ユニット１３に掛りやすいように、関節ユニット１３から体の前面または
背面に回り込み、第１の骨格および第２の骨格に沿って配置されていてもよい。
【０１２５】
　屈曲側補正値および伸展側補正値は、屈筋および伸筋に力を入れたときの生体信号とそ
のときに発揮される筋力との相関関係を決める係数であって、一定の値に限らず多項式で
あってもよい。
【０１２６】
　本国際出願は、２００７年３月２２日に出願した日本国特許出願２００７－０７５６３
２号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願２００７－０７５６３２号の
全内容を本国際出願に援用する。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本願発明に係るリハビリテーション支援装置は、生体として人体の関節に適用した場合
を例に説明したが、生体として内部骨格を有する動物の関節にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明に係る第１の実施形態のリハビリテーション支援装置を利用する状況を示
す斜視図。
【図２】図１に示したリハビリテーション支援装置のシステムブロック図。
【図３】図２に示したリハビリテーション支援装置の生体計測装置の斜視図。
【図４】図３に示した生体計測装置を反対側から見た斜視図。
【図５】図２に示したリハビリテーション支援装置による初期設定操作のフローチャート
。
【図６】図３に示した生体計測装置を用いて動的な生体信号を計測する状態を示す側面図
。
【図７】図３に示した生体計測装置を用いて静的な生体信号を計測する状態を示す側面図
。
【図８】図２に示したリハビリテーション支援装置を用いて生体信号に対する筋力の出力
調整を行うフローチャート。
【図９】図２に示したリハビリテーション支援装置を用いて筋力に対する生体信号の相関
関係を計測するフローチャート。
【図１０】図２に示した模擬ユニットを活用したリハビリテーションのフローチャート。
【図１１】本発明に係る第２の実施形態のリハビリテーション支援装置に用いられる股関
節用の生体計測装置を示す斜視図。
【図１２】図１１に示した生体計測装置を反対側から見た斜視図。
【図１３】図１１に示した生体計測装置で動的な生体信号を計測する状態を示す側面図。
【図１４】本発明に係る第３の実施形態のリハビリテーション支援装置に用いられる肘関
節用の生体計測装置を示す斜視図。
【図１５】図１４に示した生体計測装置を反対側から見た斜視図。
【図１６】本発明に係る第４の実施形態のリハビリテーション支援装置に用いられる手関
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節用の生体計測装置を示す斜視図。
【符号の説明】
【０１２９】
１　リハビリテーション支援装置、
１０，１０Ａ～１０Ｃ　生体計測装置
１１，３１１，４１１，５１１　第１のフレーム
１２，３１２，４１２，５１２　第２のフレーム
１４　屈曲側生体信号センサ
１５　伸展側生体信号センサ
１６　固定具
２０　模擬ユニット（教示手段）
２１　第１の模擬フレーム
２２　第２の模擬フレーム
２３　連結部
３１　較正手段
３２　制御部
３３　模擬体制御部
３４　記憶部
３５　補正手段
４０　表示装置（教示手段）
１１５　第１の歪ゲージ
１２５　第２の歪ゲージ
１３１　角度センサ
１３２　駆動ユニット
１３３　トルクセンサ
２３１　模擬体角度センサ
２３２　模擬体駆動ユニット
２３３　模擬体トルクセンサ
α　（関節の）回動軸
Ａ１　膝関節（関節）
Ａ２　股関節（関節）
Ａ３…肘関節（関節）
Ａ４　手関節（関節）
Ｂ１　大腿部
Ｂ２　下腿部
Ｂ３　上腕部
Ｂ４　前湾部
Ｂ５　掌
Ｐ　被験者（生体）
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